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札幌圏都市計画地区計画の変更（札幌市決定） 

都市計画元町地区地区計画を次のように変更する。 

1 地区計画の方針 

名 称 元町地区地区計画 

位  置 

札幌市東区北25条東15丁目、北24条東15丁目、北23条東15丁目、北22条東15丁目、

北21条東15丁目、北25条東16丁目、北24条東16丁目、北23条東16丁目、北22条東16

丁目及び北21条東16丁目の各一部

区 域 計画図表示のとおり 

面 積 7．4 ha 

地区計画の目標 当地区は、北方約３.８㎞に位置し，地下鉄東豊線元町駅を中心として、商業集積が

進行している地区であり、地下鉄駅周辺としての地区特性から、地区の核となる個性

的で魅力ある商業業務機能を備えた合理的な高度利用が望まれている。 

そこで、本計画では、地区住民に親しまれる利便性の高い商業業務機能の充実及び

商圏人口の育成を図り、商業業務地として適切なオープンスペースが確保された、賑

わいと活力のある快適な高度利用市街地の形成を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の

方針 
地下鉄駅を中心とする商業地としての地区特性が高度に発揮される商業業務機能及

び住機能を備えた複合的な土地利用を促進し、併せて周辺地区の拠点にふさわしい良

好な環境を備えた高度利用市街地とするよう、土地利用の方針を以下のように定める。

１ 地区の拠点にふさわしい、安全で快適なゆとりある歩行者空間の創出を図る。 

２ 幹線道路に面する部分には、商業業務地としての賑わいを醸しだすよう、商業業

務機能の立地を促進する。 

３ 健全な商業業務活動を確保するため、発生交通の円滑な処理を図る。 

公共施設等

の整備の方

針 

交通施設及び商業業務施設等に集散する歩行者に配慮した空間を確保するため、道

路沿いには地区内を通行する歩行者にとって安全で、かつ、快適なゆとりある歩道状

空地の創出を図る。 

なお、主要な公共施設又は地区施設として定められた公共空地（歩道状空地）は、

常に歩行者の通行機能の用に供するものとして整備することとする。 

建築物等の

整備の方針 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、良好な市街地環境の創出を図るよう、

建築物等の整備の方針を以下のように定める。 

１ 賑わいのある商店街としての環境を創出するよう、建築物の下層階にあっては、

商業業務機能の立地を図る。 

２ 安全で快適な歩行者空間を創出するよう、建築物に面する道路の性格を考慮して、

それぞれの道路から適切な壁面後退を行う。 

３ 敷地の狭小化を抑制し、健全な高度利用を図る。 

４ 適切な規模の駐車施設の確保を図る。 

５ 快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、屋根の形態の制限を行う。 

６ 公共空地（歩道状空地）の区域内にあっては、歩行者の通行の妨げになるような

工作物の設置を行わないこととする。 
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再

開

発

等

促

進

区 

面  積 7．4 ha 

主要な公共

施設の配置

及び規模 

公共空地Ａ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 106ｍ 

公共空地Ｂ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 104ｍ 

公共空地Ｂ－２号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 35ｍ 

公共空地Ｃ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 157ｍ 

公共空地Ｃ－２号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 33ｍ 

公共空地Ｄ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 145ｍ 

公共空地Ｅ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 31ｍ 

公共空地Ｆ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 131ｍ 

公共空地Ｇ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 85ｍ 

公共空地Ｈ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 154ｍ 

公共空地Ｉ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 145ｍ 

公共空地Ｊ－１号（歩道状空地） 幅員１.5ｍ，延長約 28ｍ 

（配置は計画図表示のとおり）
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２ 地区整備計画 

名  称 元町地区 

区  域 計画図表示のとおり 

面  積 1．5 ha 

地区施設の配置及び

規模 

公共空地Ａ－２号（歩道状空地） 幅員1.0ｍ，延長約 36ｍ 

公共空地Ａ－３号（歩道状空地） 幅員1.3ｍ，延長約109ｍ 

公共空地Ａ－４号（歩道状空地） 幅員0.5ｍ，延長約 36ｍ 

公共空地Ｂ－３号（歩道状空地） 幅員0.5ｍ，延長約 38ｍ 

公共空地Ｂ－４号（歩道状空地） 幅員1.3ｍ，延長約111ｍ 

公共空地Ｃ－３号（歩道状空地） 幅員1.3ｍ，延長約167ｍ 

公共空地Ｃ－４号（歩道状空地） 幅員0.5ｍ，延長約 39ｍ 

（配置は計画図表示のとおり）

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区

の 

区分 

名 称 商 業 業 務 地 区 

面 積 1．5 ha 

建築物の用途の

制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 倉庫業を営む倉庫 

建築物の壁面の

位置の制限 

１ 道路境界線（隅切部分を除く。以下同じ｡)から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」

という｡)の面までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じて当該各号に掲げる数値以上とする。 

(1) 都市計画道路「東15丁目・屯田通」及び都市計画道路「宮の森・北24条通（東区北24条東15丁目

及び北23条東15丁目に限る｡)」 1.5ｍ 

(2) 市道北26条線 1ｍ 

(3) 市道北25条線及び市道北23条線 0.5ｍ 

(4) 市道東15丁目中通東線 1.3ｍ 

２ 前項第１号の規定は、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5ｍを超える建築物の部分について

は、適用しない。 

３ 第１項の規定は、この地区整備計画が決定された際現に存する建築物（主要構造部が木造、鉄骨造、

コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が２以下で、かつ、地階を有しな

いものに限るものとし、以下「既存建築物」という｡)又は既存建築物の部分が同項に規定する数値に

満たない距離にある場合であっても、道路境界線から同項に規定する数値以上の距離にある敷地内で

増築又は改築を行うときには、当該既存建築物又は既存建築物の部分の外壁等の面には適用しない。 

建築物の容積率

の最高限度 

次に掲げる建築物については，10分の40とする。 

(1) 敷地面積が200㎡以上であるもの 

(2) 次に掲げる収容台数を有する駐車施設が敷地内に設置されているもの（当該敷地の形態、周辺の

状況等により、当該敷地内に駐車施設を設置することが困難な場合で、市長が認める距離の範囲内

に設置されているものを含む｡) 

ア 駐車場法施行令（昭和32年政令第340号）第18条に規定する特定用途に供する建築物にあっ

ては、２台以上 

イ 敷地面積が500㎡未満で、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿等（以下「共同住宅等」という｡)の

用に供するものにあっては、住戸又は住室の数に対して10分の４を乗じて得た台数以上 

ウ 敷地面積が500㎡以上で、共同住宅等の用に供するものにあっては、住戸又は住室の数に対し

て10分の５を乗じて得た台数以上 

エ 共同住宅等の用に供するもののうち、店舗、事務所等と併存し又はこれらの用途と併用する建

築物にあっては、イ又はウに規定する台数に、当該店舗、事務所等のそれぞれの延べ面積の合計

面積に対して200㎡までごとに１台の割合で算出した台数を加えたもの 

(3) 都市計画道路「東15丁目・屯田通」及び都市計画道路「宮の森・北24条通」に接する敷地にあ

る建築物にあっては、その１階部分のうち都市計画道路「東15丁目・屯田通」及び都市計画道路「宮

の森・北24条通」の道路境界線から10ｍまでの範囲にある部分の用途が住戸の居室以外であるもの 

 延べ面積の

算定方法 

建築基準法施行令第２条第１項第４号ただし書及び第３項の規定を準用する。 

建築物の容積率

の最低限度 

10分の 10とする。ただし、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類す

る構造であって、階数が２以下で、かつ、地階を有しない建築物、公衆便所、巡査派出所その他これら

に類する建築物で公益上必要なもの並びに揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和51年法律第88

号）第２条第４項に規定する揮発油販売業の用に供する施設及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第２条第３項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供

する施設を有する建築物にあってはこの限りでない。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

２００㎡ 
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建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物その他

の工作物の形

態又は意匠の

制限 

１ 主要な公共施設又は地区施設として定められた公共空地（歩道状の空地をいうものとし、以下「公

共空地等」という｡)の区域内においては建築物その他の工作物又は建築物その他の工作物の部分は、

主要な公共施設等の区域内にあっては地盤面からの高さが2.5ｍの範囲内に、地区施設の区域内あって

は地盤面より上部の範囲内に突出する形態としてはならない。ただし、この地区整備計画が決定され

た際現に存する建築物（主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する

構造であって、階数が２以下で、かつ、地階を有しない建築物に限る｡)その他の工作物で、当該制限

に適合せず、又は適合しない部分を有するものについて、公共空地等の区域外において増築又は改築

を行う場合においては、この限りでない。 

２ 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道

路側に傾斜する形態としてはならない。 

備  考 用語の定義及び算定方法については、特別に定めるものを除き、建築基準法及び同法施行令の例による。

 

理由 

 地区整備計画に定める建築物の容積率の最低限度等に関係する各種法律の改正等に伴い、所要の規定整理を

行うため、地区計画を変更するものである。 
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変更説明書（新旧対照表） 

 

札幌圏都市計画元町地区地区計画 

 

変更内容 

 

 

 

１ 地区計画の方針 

事項 
計画内容 

新 旧 

名称 元町地区地区計画 元町地区再開発地区計画 

区
域
の
整
備
・

開
発
及
び
保
全

に
関
す
る
方
針 

建築物

等の整

備の方

針 

地区計画の目標及び土地利用の

方針に基づき、良好な市街地環境

の創出を図るよう、建築物等の整

備の方針を以下のように定める。 

以下 略 

再開発地区計画の目標及び土地

利用に関する基本方針に基づき、

良好な市街地環境の創出を図るよ

う、建築物等の整備の方針を以下

のように定める。 

以下 略 

 

２ 地区整備計画 

事項 
計画内容 

新 旧 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 商業業務地区 商業業務地区 

建築物の壁面

の位置の制限 

１・２ 略 

３ 第１項の規定は、この地区整備

計画が決定された際現に存する建

築物（主要構造部が木造、鉄骨

造、コンクリートブロック造その

他これらに類する構造であって、

階数が２以下で、かつ、地階を有

しないものに限るものとし、以下

「既存建築物」という｡)又は既存

建築物の部分が同項に規定する数

値に満たない距離にある場合であ

っても、道路境界線から同項に規

定する数値以上の距離にある敷地

内で増築又は改築を行うときに

は、当該既存建築物又は既存建築

物の部分の外壁等の面には適用し

ない。 

１・２ 略 

３ 第１項の規定は、この再開発地

区整備計画が決定された際現に存

する建築物（主要構造部が木造、

鉄骨造、コンクリートブロック造

その他これらに類する構造であっ

て、階数が２以下で、かつ、地階

を有しないものに限るものとし、

以下「既存建築物」という｡)又は

既存建築物の部分が同項に規定す

る数値に満たない距離にある場合

であっても、道路境界線から同項

に規定する数値以上の距離にある

敷地内で増築又は改築を行うとき

には、当該既存建築物又は既存建

築物の部分の外壁等の面には適用

しない。 

 

  

 地区整備計画に定める建築物の容積率の最低限度等に関係する各種法律の改正等に伴い、所

要の規定整理を行うため、地区計画を変更するものである。 



事項 
計画内容 

新 旧 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 商業業務地区 商業業務地区 

建築物の容積

率の最低限度 

10 分の 10とする。ただし、主要

構造部が木造、鉄骨造、コンクリー

トブロック造その他これらに類する

構造であって、階数が２以下で、か

つ、地階を有しない建築物、公衆便

所、巡査派出所その他これらに類す

る建築物で公益上必要なもの並びに

揮発油等の品質の確保等に関する法

律（昭和 51 年法律第 88号）第２条

第４項に規定する揮発油販売業の用

に供する施設及び液化石油ガスの保

安の確保及び取引の適正化に関する

法律（昭和 42年法律第 149 号）第

２条第３項に規定する液化石油ガス

販売事業の用に供する施設を有する

建築物にあってはこの限りでない。

10 分の 10とする。ただし、主要

構造部が木造、鉄骨造、コンクリー

トブロック造その他これらに類する

構造であって、階数が２以下で、か

つ、地階を有しない建築物、公衆便

所、巡査派出所その他これらに類す

る建築物で公益上必要なもの並びに

揮発油等の品質の確保等に関する法

律（昭和 51 年法律第 88号）第２条

第３項に規定する揮発油販売業の用

に供する施設及び液化石油ガスの保

安の確保及び取引の適正化に関する

法律（昭和 42年法律第 149 号）第

２条第３項に規定する液化石油ガス

販売事業の用に供する施設を有する

建築物にあってはこの限りでない。

建築物その他

の工作物の形

態又は意匠の

制限 

１ 主要な公共施設又は地区施設と

して定められた公共空地（歩道状

の空地をいうものとし、以下「公

共空地等」という｡)の区域内にお

いては建築物その他の工作物又は

建築物その他の工作物の部分は、

主要な公共施設等の区域内にあっ

ては地盤面からの高さが 2.5ｍの

範囲内に、地区施設の区域内あっ

ては地盤面より上部の範囲内に突

出する形態としてはならない。た

だし、この地区整備計画が決定さ

れた際現に存する建築物（主要構

造部が木造、鉄骨造、コンクリー

トブロック造その他これらに類す

る構造であって、階数が２以下

で、かつ、地階を有しない建築物

に限る｡)その他の工作物で、当該

制限に適合せず、又は適合しない

部分を有するものについて、公共

空地等の区域外において増築又は

改築を行う場合においては、この

限りでない。 

２ 略 

１ 主要な公共施設又は地区施設と

して定められた公共空地（歩道状

の空地をいうものとし、以下「公

共空地等」という｡)の区域内にお

いては建築物その他の工作物又は

建築物その他の工作物の部分は、

主要な公共施設等の区域内にあっ

ては地盤面からの高さが 2.5ｍの

範囲内に、地区施設の区域内あっ

ては地盤面より上部の範囲内に突

出する形態としてはならない。た

だし、この再開発地区整備計画が

決定された際現に存する建築物

（主要構造部が木造、鉄骨造、コ

ンクリートブロック造その他これ

らに類する構造であって、階数が

２以下で、かつ、地階を有しない

建築物に限る｡)その他の工作物

で、当該制限に適合せず、又は適

合しない部分を有するものについ

て、公共空地等の区域外において

増築又は改築を行う場合において

は、この限りでない。 

２ 略 

 


